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新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を 

実施すべき区域の変更を踏まえた対応について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和３年４月 23日に政府対策

本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実

施すべき区域（以下「重点措置区域」という。）が宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、沖縄県の１都２府７県から、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措

置区域」という。）とされた東京都、京都府、大阪府、兵庫県を除き、新たに愛媛県を

追加した７県に変更する公示が行われ、同４月 25日から追加された重点措置区域にお

いては、都道府県知事が指定する措置区域においてまん延防止等重点措置を実施する

ことが決定された。まん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の対応については

「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の



 

対応について」（令和３年４月５日付け国会公契第１号、国官技第２号、国官総第１号、

国営管第４号、国営計第９号、国港総第７号、国港技第２号、国空予管第７号、国空空

技第２号、国空交企第２号、国北予第１号）において通知したところであるが、これま

での１都２府７県から緊急事態措置区域とされた１都２府１県を除く６県に加え、追

加された重点措置区域において都道府県知事が指定する措置区域での工事及び業務の

対応についても、同通知に基づき、遺漏なきよう措置されたい。 

なお、重点措置区域において都道府県知事が指定する措置区域が変更された際には、

当該地域においても同様に措置されたい。 

また、緊急事態措置区域については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣

言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年４月 25 日付け事務連絡）に基

づき、遺漏なきよう措置されたい。 


